
毎月19日は「食育の日」です。
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I食育の推進 1 回

けんこう しんたい こころ はぐく

食べることは生きることであり、健康な身体と心を育むことにつながります。
えいよう しよくひん さくげん

栄養バランスや食品ロス削減などについて、正しい知識を身につけましょゑ。

食育を推進する優れた取組を募集します！

第8回食育活動表彰
6月J:句
募集開始．，

農林水産省



食育推進基本計画　サイズ：A4見開き

　健全な食生活を送るには、持続可能な環境が不可欠です。食育の取組
を進めていく中で、食を支える環境の持続に資する取組を推進します。

　食育は、体験的な活動が多く、接触機会も多いため、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止として「新しい生活様式」への対応が必要
です。デジタル技術を上手に活用し、「新たな日常」の中で高まる食への
関心を生かした食育を推進します。
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SDGs 目標12
「つくる責任・つかう責任」

農業生産者

持続可能な食を支える
食育の推進

「新たな日常」やデジタル化に
対応した食育の推進

横断的な視点重点事項③社会・環境・文化の視点重点事項②

　食生活が自然の恩恵の上に成り立つことを意識し、食の循環が環境へ
与える影響に配慮して、SDGsの目標12「つくる責任・つかう責任」への
コミットが求められています。このため、有機農業に対する理解増進、食品
ロスの削減など、環境と調和のとれた食料生産とその消費に配慮した食育
を推進します。

!! 食と環境の調和：環境の環（わ）

　オンライン料理教室やインターネットによるイベントの開催や動画配信など、非接
触型の食育の展開や個人がいつでも手軽に使える食育アプリ等の情報を提供します。
　また、デジタル化への対応が困難な高齢者等へ配慮した情報も提供します。

!! デジタル技術の有効活用

!! 食に関する意識の向上

　食料の生産から消費等に至るまでの食の循環は、多くの
人々の様々な活動に支えられており、そのことへの感謝や理解
を深めることが大切です。
　一方でライフスタイル等の変化により、日頃の食事を通じて、
田んぼや畑や生産者を思い浮かべる機会が減っています。この
ため、農林漁業体験や地産地消の推進など、食の循環を担う
多様な主体のつながりを広げ深める食育を推進します。

!! 農林水産業や農山漁村を支える多様な主体とのつながりの深化：人の輪（わ）

!! 日本の伝統的な和食文化の保護・継承：和食文化の和（わ） 　「新たな日常」での、自宅で料理や食事をし、食生活を見つめなおす機会をとらえて、
栄養バランス、食文化、食品ロスなど、食に関する意識を高めるよう食育を推進します。

　これらの持続可能な食に必要な、環境の環（わ）、人の輪（わ）、和食文化の和（わ）の
３つの「わ」を支える食育を推進します。

　和食文化を守り、伝えることは、食生活の文化的な豊かさを将来にわたって支える上で
重要であるとともに、地域活性化や食料自給率の向上につながるなど持続可能な食に貢献
することが期待されています。また、和食は栄養バランスに優れ、長寿国である日本の
食事は世界的にも注目されています。
　一方、グローバル化などにより、和食文化が十分に受け継がれず、その特色が失われつ
つあります。このため、伝統的な地域の多様な和食文化を次世代に継承するための食育
を推進します。
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～私たちにできること～



新鮮でおいしい。



食料自給率を上げるために
今日からあなたができること

■カロリーベース食料自給率の１％に相当するもの

現状（2021年度） ３８％
目標（2030年度） ４５％

食料自給率(カロリーベース)

ごはんを１日にもうひと口（14g）

国産小麦100％使用のうどんを
月にもう約２玉（600g）

国産米粉パンを 月にもう約６枚
（390g）

国産大豆100％使用の豆腐を
月にもう約２丁（563g）





市民に防災意識をもってもらおう！

災害時の食に備える普及啓発活動

備前市では災害に備えて３日分の備蓄をしている人は約２割
と少なく、災害への危機意識が低いことが課題でした。そこ
で、防災は全市民に広げなければならない活動だと考え、こ
どもから大人まで、災害時だけではなく、平常時でも生きる
力を身につけることができるよう普及・啓発活動を行ってい
ます。

災害時にどんなものが
役立つかな？

園児・保護者が集まる
ところへ出向いて説明

小学生を対象とした「備えよう！災害の前に～いざという
時にできることを考えよう～」を開催し、災害時に自分で
避難できるように、ハザードマップの見方を学んでもらっ
ています。また、備蓄食品であるアルファ米、やきとり缶、
野菜ジュースを使って調理実習を実施し、実際に備蓄食品
を見て、作って、食べるという体験を通して、災害時でも
バランスの取れた食事が食べられる・摂れるということを
体験してもらっています。

コロナ禍で思うように活動ができない中、防災の意識を高
め、各家庭で災害時の備えを勧めるために、備蓄取扱店を
開拓、3日分のおすすめ備蓄の展示会を開催しています。い
つ起こるかわからない災害に備え、家庭で備蓄食品や物品
のローリングストックを活用し、食料備蓄の方法や調理方
法、パッククッキングを普及し、災害時にも栄養バランス
が良くなる食事法を知ってもらうための啓発活動を実施し
ています。

備前市栄養委員会
[ 岡山県：活動期間51年 ]

ボランティア部門【食生活改善推進員の部】 消費・安全局長賞

小学生との備蓄食品
体験学習の様子

いざという時のために、今考えよう！

防災に対する意識を高めるために
体験を通じて学ぶ場をこどもたちへ提供

必要な備蓄量を
実際に見てみよう

まずは委員が実践して
良さを実感！

この度は、素晴らしい賞をいただきありがとうござ
いました。コロナ禍において、家庭での備蓄は災害
時だけでなく、「療養期間の食事にも役立ったよ」
という声もいただきました。災害が少ないといわれ
てきた岡山県ですが、「備えよう! 災害の前に」を
合言葉に、災害時に備えた活動を始め、３日分の備
蓄をしている人の割合が２年間で22%から27%に
アップしました。これからも地域の皆さんに食の大
切さを伝えていきたいと思います。

備前市栄養委員会 一同

び ぜん し

３日分そろえたら
どのくらいの量だろう・・・





正座してかしこまって食べるのが

正解というわけではなく、

いろんなスタイルで愉しんでよい郷土の味。

それが令和のばら寿司「晴寿司」なのです。



○ 平成25年12月4日、ユネスコ無形文化遺産に「和食；日本人の伝統的な食文化」の登録が
決定。令和5年12月に登録10周年を迎える。

○ 和食文化を未来に向けて守り伝えていくため、継続的なPRによる関心の維持や地域にお
ける保護・継承が重要。

(c) Masashi Kuma, 2006

「和食」の特徴③：

自然の美しさや季節のうつろいの表現
「和食」の特徴①：

多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重

「和食」の特徴②：

健康的な食生活を支える栄養バランス
「和食」の特徴④：

正月などの年中行事との密接な関わり

季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、
季節にあった調度品や器を利用するな
ど、自然の美しさや四季の移ろいを表現
することも和食文化の特徴のひとつです。

日本の食文化は、年中行事と密接に関わっ
て育まれてきました。自然の恵みである「食」
を分け合い、食の時間を共にすることで、家
族や地域の絆を深めてきました。

一汁三菜を基本とする食生活は栄養バランス
がとりやすく、だしの「うま味」や発酵食品をうま
く使い、動物性油脂の摂取量もセーブ。日本
人の長寿や肥満防止に役立っています。

南北に長く、海、山、里と表情豊かな自
然が広がる日本の国土。各地で地域に
根ざした多様な食材が用いられ、素材の
味わいを活かす調理技術・調理道具が
発達しています。

「自然を尊重する」というこころに基づいた、日本人の食慣習

「和食；日本人の伝統的な食文化」 ユネスコ無形文化遺産登録10周年！



食にかかわる産業界と行政等が一体となって子供たち・忙しい子育て世代に、内食・中食・外食等で、
身近・手軽に、健康的な「和ごはん」を食べる機会を増やしてもらうための官民協働の取組。プロジェクト
メンバーは189企業等（令和５年４月末時点）。

和食文化の継承を行う
人材育成

地域の食文化の
保護・継承

■ 地域固有の多様な食文
化を地域で保護・継承していくた
め、地域ぐるみで郷土料理、伝
統食等の調査、データベースの
作成及び普及等を実施
■ 郷土料理教室や郷土料理レ
シピ集作成等地域の食文化の
継承のための活動を支援

・ 食文化の多角的な価値の整理・情報発信
委託事業

・ 和食文化の国内外への情報発信・普及啓
発委託事業

・ 消費安全対策交付金

次世代を担う子供たちへの
普及

■ 和食文化の普及活動を行う
中核的な人材を各都道府県に
育成
当該人材が保育所や小学校
等において和食文化を継承する
とともに、栄養士・保育士等を対
象とした各種研修会の場で和食
文化の普及活動を実施

・ 食文化コンテンツ関連の人材の高度化
委託事業

■ 児童向け学習教材「わたした
ちと“和食」を制作し、それを活用
したモデル授業を実施。
■ 和食給食の普及等食文化の
継承のための活動を支援
■ 学校給食等での地産地消の
推進のため、コーディネーターの派
遣支援や優良事例表彰を実施

・ 食文化コンテンツ関連の人材の高度化
委託事業

・ 消費安全対策交付金

プロジェクト ＜農林水産省官民協働プロジェクト＞

料理講習会で海外
料理人に食文化普及

インバウンド喚起

輸出促進

日本産食材
サポーター店

「和食」の保護・継承に向けた取組の全体像



和食と健康 ～健康的な食生活を支える一汁三菜～

一汁三菜を基本とする和食は、栄養バランスに優れていることが実証され、生活習慣病や低栄養
へのリスクが減らせるとされており、「和食」の基本形を守ることが、健康な食生活につながる。

健康的な食事の取り方「一汁三菜」 ご飯を主食として、魚介･肉類等動物性食品中心の主菜と、野菜･いも･豆類等
の副菜と、具だくさんの汁物に、だし、発酵調味料を組み合わせた「和食」の
一汁三菜は、栄養学的にみてもバランスのとりやすい食事である。

汁物（一汁）
水分補給のほか、
食べものを飲み込み
やすくする。

主菜（一菜）
肉や魚、卵などを
使ったたんぱく質を
摂るための料理。

副菜（二菜･三菜）
煮物や和え物など
野菜を主に使った
ビタミン、ミネラル
などを補う料理。

主食；ごはん

香の物；お漬け物



伝統食のデータベース化（日本の食文化の多角的な価値の整理・情報発信委託事業）

地域固有の多様な食文化の保護･継承、輸出促進のため、伝統的な加工食品を17のカテゴリーに分類し、
各地域で選定された伝統食（地域の食材を用い、気候・風土など地域の特性を踏まえた工夫がなされ、長
年製造されてきた加工食品）の特徴、歴史やアレンジレシピ等をデータベース化し公表。
令和４年度から数年間かけて全国47都道府県の品目を掲載する予定。

初年度となる令和４年度は３県で実施し、60品目の伝統食の情報を掲載。このうち各県５品目、合計15
品目を英語版Webサイトに掲載。

農林水産省Webサイト「にっぽん伝統食図鑑」 https://traditional-foods.maff.go.jp/

都道府県ごとに、地方公共団体、大学等研究機関、民間団体、
民間企業、地方新聞社等の有識者を構成員とする地域検討委
員会を設置。

地域検討委員会で選定した地域の伝統食20品目の歴史や由
来、関連行事、アレンジレシピ等を調査し、データベースを
作成・普及等を実施。

R４年度
３県（60品目） 福井県、奈良県、熊本県

実施状況

伝統食の選定基準

伝統食の分類

農産 穀類、豆類加工品、漬物、醤油・味噌・その他調味料、

その他農産加工品

水産 乾物、塩漬け、調味加工品、練り物、くん製品、水産発

酵食品、節類、海藻製品、その他水産加工品

畜産 畜産加工品

その他 菓子類、飲料

必須項目 加工食品であること、入手ができること、地域性がある

こと、伝統的な製法または保存技術を用いていること、

歴史性があること

推奨項目 持続性（公共性）があること、輸出可能であること



SAVOR JAPAN：地域の食・食文化によるインバウンド誘致
セ イ バ ー ジ ャ パ ン
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 増大するインバウンドを、日本食・食文化の「本場」である農山漁村に呼び込み、訪日外国人の更なる増加と農林水
産物・食品の輸出増大につなげるといった好循環を構築していくことが重要。

 特に、農泊（農山漁村滞在型旅行）を推進している地域であって、多様な地域の食やそれを支える農林水産業、
伝統文化の魅力で、訪日外国人を誘客する重点地域を農林水産大臣が認定する制度を平成28年度に創設。

 美味しい日本食が食べられるのは勿論、地域の食文化にも触れることができる旅先として、地域の魅力を磨き上げ、
「SAVOR JAPAN」ブランドでの一体的な情報発信を実施し、訪日外国人の誘客を強化。

①認定地域の食・食文化を
「SAVOR JAPAN」ブランドとして

一体的に魅力発信

③訪日外国人への
農林水産物の販売促進

②日本食・食文化の「本場」である
農山漁村での訪日外国人の受入体制の強化

知ってもらう、来てもらう

買ってもらう

食べてもらう、泊まってもらう

地域の食とそれに不可欠な農林水産業や特徴のある気候、
風土、景観、歴史などの観光資源を活用し、インバウンドを誘致

④訪日外国人の更なる増加と
輸出等の新たな需要の創出
（好循環の更なる拡大）

認定地間ネットワーク
（地域資源の磨き上げ）

地域の実行組織

食のおもてなし
（食べる）

農泊の推進
（泊まる）

＜イメージ図＞

景観

直売施設における
販売促進（買う）

世界農業遺産・
日本遺産等の活用

地域の食・農林水産業
を中心とした観光資源が
一体的な魅力を形成

歴史・
文化施設

アクティビティ

生産者・食品事業者
（GI・輸出）

市場・直売所
農家民宿

酒蔵・ワイナリー

飲食店

SAVOR JAPAN
PR動画

地域特有の
歴史的な
ストーリー

地域の
景観

観光
資源

地域の
食

地域の
農

fumi_kono570
テキストボックス





②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑪

⑬

⑧
⑨
⑩⑭⑮⑯⑲

⑳㉒㉓㉔

㉕
㉖㉗

㉘

⑰⑱

㉒愛知県
田原市
（あさり料理）

㉓愛知県
南知多町
（鯛料理）

㉔三重県
大紀町
(松阪牛のすき焼き)

㉕京都府
京都府北部地域
（丹後ばら寿司）

㉖京都府
森の京都地域
（かしわのすき焼き）

㉗京都府
京都山城地域
（宇治茶）

㉘和歌山県
紀の川市
（フルーツ料理）

⑭長野県
小諸市
（おにかけそば）

⑮長野県
伊那市
（そば、昆虫食）

⑯長野県
佐久地域
（鯉料理）

⑰長野県
白馬村
（そば料理）

⑱長野県
山ノ内町
（りんご、そば）

⑲岐阜県
下呂市馬瀬地域
（鮎）

⑳静岡県
浜松・浜名湖地域
（うなぎ）

㉑静岡県
大井川地域
（日本茶）

㉙鳥取県・兵庫県
因幡・但馬地域
（牛すすぎ鍋）

㉚島根県
益田市
（中世の饗応料理）

㉛岡山県
津山市
（牛肉料理）

㉜広島県
呉市音戸地域
（牡蠣料理）

㉝広島県
尾道市
（法楽焼き）

㉞徳島県
にし阿波地域
（そば米雑炊）

㉟香川県
さぬき地域
（さぬきうどん）

㊱愛媛県
八幡浜市
（柑橘とさつま汁）

㊲長崎県
島原半島地域
（手延べそうめん）

㊳熊本県
阿蘇市
（あか牛・高菜漬け）

㊴大分県
国東半島地域
（だんご汁）

㊵宮崎県
高千穂郷・椎葉山
地域（神楽料理）

①北海道
網走市
（鮭料理）

②北海道
十勝地域
（チーズ）

③青森県
十和田市
（バラ焼き）

④岩手県
一関市・平泉町
（もち料理）

⑤宮城県
石巻地域
（ほや雑煮）

⑥秋田県
大館地域
（きりたんぽ）

⑦山形県
鶴岡市
（精進料理）

⑧福島県
会津若松市
（こづゆ）

⑨栃木県
大田原市
（しもつかれ）

⑩埼玉県
秩父地域
(ずりあげうどん）

⑪新潟県
十日町市

（へぎそば）

⑫石川県
小松市

（報恩講料理）

⑬福井県
小浜市

（へしこ）

⑫

㉙
㉛㉚

㉝
㉞
㉟

㊴
㊱

㊵

㊲
㉜

㉑

㊳

①

「SAVOR JAPAN」認定地域（H28～R4年度） 令和5年4月現在
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